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原告ら訴訟代理人

弁護士　　冠　　　木　　　克　　　彦

弁護士　　武　　　村　　　二　三　夫

弁護士　　大　　　橋　　　さ　ゆ　り

弁護士　　髙　　　山　　　　　　　巌

弁護士　　瀬　　　戸　　　崇　　　史　

弁護士　　谷　　　　　　　次　　　郎　

復代理人　　　　　

平成２４年（行ウ）第１１７号　発電所運転停止命令義務付請求事件

証　拠　説　明　書

大阪地方裁判所 第２民事部 合議２係　御中

原　　告　　　１３４名

２０１７（平成２９）年３月１７日　

被　　告　　　国
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号証
作　成
年月日

作成者 立証趣旨 備考

甲
164

関西電力株式会
社大飯発電所の
発電用原子炉設
置変更許可申請
書（3号及び4号発
電用原子炉施設
の変更）に関する
審査書（案）
（抄　表紙、目次、
346頁～353頁）

写
し
平成29年2月
22日

原子力規制
委員会

本件原発にかかる審査書案にお
ける記載内容について。

標　　　　目
（原本・写しの別）
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